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【問い合わせ先】
〒707-0014　　美作市北山３９０－２
美作市保健福祉部　健康政策課　
☎（0868）７５－３９１２












１．認知症カフェとは



認知症カフェは、認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、認知症の人への効果的な支援や認知症の人の家族の介護負担を軽減することを目的に、認知症の人とその家族、地域住民、医療又は介護の専門職などが気軽に集える「集いの場」です。
　取り組みは様々ですが、美作市では、認知症カフェを、『認知症の人とその家族、地域住民、医療または介護の専門職などが気軽に集い、情報交換や相談、認知症の悪化防止や症状の改善を目ざした活動などのできる地域の活動拠点』として支援していきます。

２．認知症カフェ運営事業への補助


（１）令和２年度から、認知症カフェを自主的に運営する団体に、年間２万円を上限に、
予算の範囲内において補助金を交付することになりました。

（２）補助の対象となる団体
認知症カフェを運営する団体であって、次の要件をすべて満たす必要があります。
①　活動拠点が美作市にあること
②　認知症キャラバン・メイトが所属していること
③　認知症サポーター養成講座その他市が実施する認知症に関する各種事業又は取り組みに対して積極的な協力が可能な団体であること
④　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと
⑤　政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと
⑥　特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと
⑦　美作市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）第２条に規定する暴力団又は暴力団の統制下にある団体及びその関係者と社会的に非難される関係をもつものでないこと

（３）補助の対象となる事業
　  ①　市内で実施するものであること
　　②　原則として月に１回以上、１回当たりおおむね２時間以上実施するものであること
　　③　認知症キャラバン・メイト及び医療又は介護の専門職員等を配置し、参加者からの認知症に関する相談に応じることができるものであること
　　④　５人以上が参加できる会場を確保し、地域住民が参加しやすい場所において実施するとともに、相談時の参加者のプライバシーが守られるスペースがあること
　　⑤　認知症地域支援推進員を含む関係者又は関係機関と連携を図り、市民ボランティアの参加を積極的に促し、地域に開かれた活動になるよう努めていると認められるものであること
　　⑥　参加者数等を記録し、及び管理しているものであること
　　⑦　飲食を提供する場合は、適切な設備等があること
　　⑧　３ヶ月以上継続して実施するものであること
　　⑨　実施に関し、国、地方公共団体（美作市を含む。）及びそれらの外郭団体からの
補助、助成その他金銭の給付を受けていないものであること

（４）補助の対象となる経費
　　①　報償費（外部講師に対する謝金）
②　需用費（事務用品等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費、燃料費、電気料等の
光熱水費、事業実施に必要な茶菓料等の食糧費等
※酒類、飲食店による飲食費、弁当代を除く。
③　役務費（郵便料、保険料、その他必要な手数料等）
④　使用料及び賃借料（会場使用料、賃借料等）
⑤　備品購入費（認知症カフェの運営に必要な備品購入費）
※購入単価が補助金の上限を超えないものに限る。

（５）補助の対象とならない経費
①　団体構成員に対する人件費、謝金、交通費
②　団体構成員及び参加者への記念品、慶弔金
③　団体構成員が私的に使用する物品等の購入費
④　その他補助することが適切と認められない経費

３．補助金を受けるには



（１）補助金の交付申請
　　　認知症カフェにおける集いの場を開催し、補助金を利用しようとする団体は、当該年度の１０月末までに、交付申請書など次に記載の必要書類を提出してください。＊随時受け付けします。
　　　なお、新しく事業を開始しようとする団体で補助金を利用する場合は、速やかに、
提出してください。
　　　ア　美作市認知症カフェ運営事業費補助金交付申請書（様式第１-１号）
[bookmark: _GoBack]　　イ　事業計画書（様式第１-２号）
ウ　収支予算書（様式第１-３号）
エ　団体の構成員名簿（様式第１-４号）
オ　見積書（備品の購入を予定する団体に限る。）
カ　その他市長が必要と認める書類
キ　債権者登録申出書
【概算払いを要望する場合】
ク　補助金等交付請求書（様式第７号）
【提出先】
美作市健康政策課（美作保健センター内）
美作市北山３９０－２　　電話 （0868）７５－３９１２





（２）交付申請から実績報告、補助金支払いまでの流れ
①　市は交付申請書等を受理した後、提出書類について内容を審査し、交付の適否が適当と認めた時は補助金の額を決定し、美作市認知症カフェ運営事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知します。
②　概算払いを要望した場合は、補助金交付決定後、補助金等交付請求書（様式第7号）を受理した後、補助金を指定の銀行口座に振り込みます。（概算払いを要望する場合は、申請時に申し出てください。）
③　事業計画に沿って事業を実施していただいます。事業完了後に事業実績報告書を提出していただきますので、事業に係る収支決算書・領収書及び参加者内訳について、作成・保管をしておいてください。
④　事業が完了したら、当該年度の３月３１日までに、次に記載の必要書類を提出してください。
ア　美作市認知症カフェ運営事業費補助金実績報告書（様式第４-１号）
イ　事業実績報告書（様式第４-２号）
ウ　収支決算書（様式第４-３号）
エ　事業日誌（任意様式）
オ　利用者名簿（任意様式）
カ　領収書整理帳（領収書その他事業に要した費用がわかる資料等）
キ　補助金等交付請求書（様式第７号）
ク　活動中の写真（参加者や活動の様子や内容がわかるもの２枚）
ケ　その他市長が必要と認める資料
⑤　市は実績報告書等を受理した後、提出書類について内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市認知症カフェ運営事業費補助金確定通知書（様式第５号）により通知します。
ただし、補助金交付決定通知額と、補助金交付確定額が同額の場合は、補助金確定通知書（様式第５号）による通知を省略します。
⑥　補助金額確定後、市は補助金等交付請求書（様式第7号）を受理した後、補助金を指定の銀行口座に振込みます。

※　なお、補助金の交付決定後、事業の計画を変更しようとするとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更の手続きが必要となるため、速やかに高齢者福祉課までご連絡ください。（美作市認知症カフェ運営事業費補助金変更（中止又は廃止）承認申請書（様式第３号）の提出が必要となります。）

（３）補助金交付決定後の取消及び返還
次のいずれかに該当する時は、補助金の交付決定を取り消し、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還をすることになります。
①　交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき
②　虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
③　補助事業を年度の途中で終了したとき
④　補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき
4．その他（事業実施上の留意事項）




（１）書類保管のお願い
補助金を受けられた団体は、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間、次に記載の書類を保管してください。
例）令和３年度補助金を申請し、令和３年度末まで教室を実施した場合
➡令和８年度まで資料を保
ア　事業日誌
イ　利用者名簿　
ウ　補助金に係る収入及び支出を明らかにした預貯金通帳及び金銭出納簿の帳簿等
エ　契約書
オ　領収書等の証拠書類

（２）口座作成について
　　 口座を作成する場合は、個人の口座ではなく、事業を実施する団体の口座を作成してください。

（３）申請団体名について
補助金を申請する場合は、個人ではなく団体名で申請をしてください。
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